
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

人間が人間らしく生きていく権利で、全ての人が生まれながらにして持ってい

る権利です。人権は、日本国憲法で、全ての国民に保障されています。 

互いに相手を思いやり、自分の人権も相手の人権も大切に守りながら、共に

幸せに暮らせる社会をつくっていきましょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

とは・・・ 

小さなことでも何か不安なことがあれ

ば、いつでも相談してください。一人で

悩まず、周りの人に相談したり、話しを

したりしていきましょう。 

そして、人権擁護委員という存在がいる

ということを知っていてください。 


